
役務供給契約 条項

(総 則 )

第 1条  甲及 び 乙は、契約書記載 の役務供給 に関 し、契約書及 び この契約 条

項 に基づ き、 乙は、甲の示 した仕様 書 、図面又 は見本 (以 下「仕様書等」

とい う。)に 従 い、履行期 限 まで に役務 を完 了 し、 甲は、役務 の代価 と し

て乙に代金 を支払 うもの とす る。

(権利 義務 の譲渡等 )

第 2条  乙は、 この契約 に よ り生ず る権利 又 は義務 を第二者 に譲渡 し、又は

承継 させ て はな らない。 ただ し、 甲の書面 に よる承諾 を得 た場合 には、 こ

の限 りでない。

(一 括委任 又 は一括 下請負 の禁止 )

第 3条  乙は、役務 の履行 の全部 又 は大部分 を一括 して第二者 に委任 し、 又

は請 け負 わせ てはな らない。 ただ し、あ らか じめ、 甲の書面 に よる承諾 を

得 た場合 には この限 りではない。

2 乙は、役務 の履行 を第二者 に委任 し、又 は請 け負 わせ る場合 において も、

この契約 に よ り乙の義務 とされ てい る事項 につ きその責 を免れ ない。

(特 許権等 )

第 4条  乙は、 この契約 の履行 にあた り第三者 の有す る特許 法 (昭 和 34年

法律第 121号 )、 実用新 案法 (昭 和 34年 法律 第 123号 )若 しくは意

匠法 (昭 和 34年 法律第 125号 )上 の権利 等又 は技術 上の知識 に関 し、

第二者 の権利 を使 用す る必要が ある ときには、全 て 乙の責任 において処理

す るもの とす る。

(労働 環境 )

第 4条 の 2 乙は 、 この役務 の履 行 に 当た り、労働 基 準法 (昭 和 22年 法

律 第 49号 )第 34条 の規 定 に基 づ き、役務 を実施 す る従業 員 に対 して

労働環境 を整 え るもの とす る。

(仕様 書等 の疑義 )

第 5条  乙は、仕様書等 に疑義 があ る場合 には、速や か に甲に通知 し、その

指示 を受 けなけれ ばな らない。

(監督 官 )

第 6条  甲は、役務 の履行 につ いて必要 と認 めた場合 には監督 官 を定 め、書
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面 を もってその氏名 を乙に通知 しなけれ ばな らない。 監督官 を変更 した と

き も同様 とす る。

2 監督官 は、役務 の履行 について、立 ち会 い、指示 、審査及 び確認 その他
の方法 に よ り、必要 な監督 を行 うもの とす る。

3 前項 に規定す る監督 に要す る直接 の費用等 は、 乙の負担 とす る。

(官給 品等 )

第 7条  甲は、 この契約又 は仕様 書等 に基づ き官給 品等 (ソ フ トウェアその

他 の電子計算機 情報 を含 む。 以 下 同 じ。)を 貸与又 は支給す るこ とがで き

る。 この場合 、 乙は、受領 書 を提 出 して受領 しなけれ ばな らない。

2 乙は官給 品等 を受領 した後 、そ の品質又 は規格 が使 用 に適 さない と認 め

た ときには、その 旨を甲に通知す るもの とす る。

3 乙は、 甲か ら引渡 しを受 けた官給 品等 を善 良な管理者 の注意 を もって保

管 しな けれ ばな らない。

4 乙は、 甲か ら支給 又 は貸与 され た官給 品等 につ いて、必要 がな くなった

場合 には、速や か に甲に通知 し、 甲の指示す る ところに従 い、明細書 を添

えて 甲に返還 しなけれ ばな らない。

5 乙の故意 又は過 失 によつて、 甲か ら支給 され た官給 品等 を滅失 し、又 は

毀損 した ときには、代 品 (甲 の認 定 した ものに限 る。)を 納 め、又 はそ の

損 害 を賠償 しなけれ ばな らない。 この場合 にお ける損 害賠償額 は、 甲乙協

議 して定 めるもの とす る。

6 乙は、前項 の規定 に よる損害賠償額 を甲の指定す る期 日までに納付 しな

けれ ばな らない。

7 乙は、前項 に規定す る期 日まで に損 害賠償額 を納付 しない場合 には、納

付期間満 了の 日の翌 日か ら納付 した 日までの 日数 に応 じ、未納金額 に対 し、

国の債権 の管理 等 に関す る法律施行令 (昭 和 31年 政令第 337号 )第
29条 第 1項 本文 の規定 に基づ き財務大 臣の定 める延納利 息の率 を乗 じて

計算 した金額 を延納利 息 として 甲に支払 わな けれ ばな らない。

(役務 の変更及び 中止等 )

第 8条  甲は、必要 が あ る場合 には、役務 内容 を変更 し、又 は契約 の履行 を
一時 中止若 しくは これ を打 ちき るこ とが出 きる。 この場合 、契約代金又 は

履行期 限 を変更す る必要 があ る ときには、 甲乙協議 して書面 に よ り定 め る

もの とす る。
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2 前項 の規 定 を適用す る場合 にお いて、 乙が損 害 を受 けた ときには、その

損害 の賠償 について 甲乙協議 して定 め るもの とす る。

(無償 の履行延期 )

第 9条  乙は、天 災地変 その他 乙の責 に帰 しがた い理 由に よ り、履行期 限内

に役務 を履行す るこ とがで きない ときには、 甲に対 して遅滞 な くそ の事 由

を付 して履行期 限の延長 を求 めるこ とがで きる。 この場合 、 甲は、 乙の請

求 を正 当 と認 めた ときには、無償 で履行期 限 を延期す る ことがで きる。

(有償 の履行延期 )

第 10条  乙が前条 に規定す る場合 の ほか、 乙の責 に帰す理 由に よ り、 甲の

承認 を得 て履行期 限 を過 ぎて役務 を完 了 した ときには、 乙は、遅滞料 と し

て履行期 限の翌 日か ら起算 して役務 完了の 日まで、遅滞 1日 につい てそ の

遅滞金額 の 1, 000分 の 1に 相 当す る金額 を甲の指 定す る期 日まで に納

付 しなけれ ばな らない。 ただ し、その金額 が 100円 未満 で ある ときには

この限 りでない。

2 乙が、前項 に規定す る遅滞料 を指 定 した期 日まで に納付 しない場合 には、

第 7条 第 7項 の規定 を準用す る。

(契 約 の変更 )

第 11条  甲は、役務 の履行 が完 了す るまでの間において必要 があ る場合 に

は、履行期 限、履行 場所及 び仕様 書 の内容 その他 乙の義務 に関 し、 この契

約 に定 め る ところを変更す るため、 乙 と協議す るこ とがで きる。

2 甲は、前項 の規 定 に よ り契約 に定 め る ところを変更 した ときには、 乙 と

協議 の上 、契約金額 を変更す るこ とができ る。

3 前項 の規 定 に よ り協議 が行 われ る場合 には、 乙は、見積書 を作成 し、速

や かに 甲に提 出 しなけれ ばな らない。

4 乙は、 この契約 に よ り甲のなすべ き行為 が遅延 した場 合において必要 が

あ る ときには、履行期 限 を変更す るため甲 と協議す るこ とがで きる。

(事 情 の変更 )

第 12条  甲及 び 乙は、 この契約 の締結後 、経 済情勢 の変動、天災地変 、法
令 の制 定又は改廃 そ の他 の著 しい事情 の変更 によ り、 この契約 に定 める と

ころが不 当にな った と認 め られ る場合 には、 この契約 に定 め る ところを変

更す るた め協議す るこ とができる。

2 前条第 2項 の規定 は、前項 の規定 によ り契約金額 の変更 に関 して協議 を
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行 う場合 に準用す る。

(危 険負担 )

第 13条  役務完 了前 に、役務 目的物又 は役務材料 について生 じた損害 、そ

の他役務提供 に関 して生 じた損 害 は 乙の負担 とす る。 ただ し、 甲の責 に帰

す る理 由による場合 の損害 については この限 りではない。

(不 可抗力 に よる損 害 )

第 14条  天 災地変 、その他 不可抗 力 によって、役務完 了部分又 は検査済役

務材料 に損 害 を生 じた ときには、 乙は、遅滞 な くその状況 を 甲に通知 しな

けれ ばな らない。

2 前項 に規定す る損害 が契約 代金 に比 して重 大 と認 め られ るものであって、
乙が善 良な管理者 の注意 を払 った と認 め られ る場合 にあっては、その損 害

額 は、 甲乙協議 して定 め る。 ただ し、その損 害が軽微 な もの、又は 乙が善

良な管理者 の注意 を怠 った と認 め られ る場合 は乙の負担 とす る。

(検 査 )

第 15条  乙は、役務 が完 了 した ときには、仕様書等 の定 め る ところに よ り、

甲に通知 しなけれ ばな らない。

2 甲は、前項 に規定す る通知 を受 けた 日か ら 10日 以 内又 は仕様書等 の定
め る ところに よ り検査 又は確認 を行 うもの とす る。

3 乙は、前項 に規 定す る検査 に合格 しない ときには、遅滞 な くこれ を修補
し、 甲の検査 を受 けなけれ ばな らない。 この場合 、前項 に規定す る期 間は、

甲が 乙か ら修補 しを旨の通知 を受 けた 日か ら起算す るもの とす る。

(代金 の支払 )

第 16条  乙は、前条 に規 定す る検査 に合格又 は確認 が完了 した ときには、
適法 な支払請求書 を甲に提 出 し、 甲は これ を受理 した 日か ら起算 して 30

日以内に支払 うもの とす る。

2 単価契約 の場合 、 乙は、毎 1月 分 を取 りま とめ翌月請求す る もの とし、
その支払請 求額 は、消費税額及び地方消費税額 (免 税事業者 の場合 は、消

費税 及 び地 方消費税相 当額 とす る。 以下同 じ。)抜 き契約 単価 に確 定数 量
を乗 じて得 た額 の合 計額 に消費税法 (昭 和 63年 法律 第 108号 )に 基 づ

く税 率 を乗 じて得 た消費税額及び地方消費税額 (円 未満切捨 て )を 加算 し

た額 とす る。 ただ し、消費税及び地方消費税込み の単価 で契約 した場 合又

は免税事業者 だ けの入札若 しくは見積 りに よ り、消費税及 び地方消費税相
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当額 を控 除 していない単価 で契約 した場合 には、同契約 単価 に よ り算定 し、

消費税額及び地方消費税額 の加算 は行 わない もの とす る。

(支払遅延利 息 )

第 17条  甲は、前条 に規定す る期 間 内に契約代金 を乙に支払 わない場合 に

は、政府 契約 の支払遅延 防止等 に関す る法律 (昭 和 24年 法律第 256号 )

に基づ き、支払期 間満 了の 日の翌 日か ら支払 をす る 日までの 日数 に応 じ、

未払金額 に対 し、同法第 8条 第 1項 の規定 に基づ き財務 大 臣の定 め る政府

契約 の支払遅延 に対す る遅延 利息 の率 を乗 じて計算 した金額 を遅延利 息 と

して 乙に支払 わなけれ ばな らない。

(契 約 の解 除 )

第 18条  甲は、 乙が次 の各号 の一 に該 当す る ときには、 この契約 の全部又

は一部 を解 除す るこ とがで きる。

(1)正 当な理 由がな く着手時期 を過 ぎて も役務 に着手 しない とき。

(2)乙 の責 に帰す る事 由に よ り、履行期 限内 に、又 は履行期 限後 甲が差 し支

えない と認 め る期 限まで に役務 を完 了す る見込みがない と認 め られ る とき。

(3)前 2号 のほか、 乙が この契約 に違反 し、その違反 に よって契約 の 目的 を

達す る こ とがで きない とき。

2 前項 の規 定 に よ り契約 を解 除 した場合 、契約保証金 は、解 除部分 の金額
の 100分 の 10に 相 当す る金額 を国庫 に帰属す る もの とし、契約保証金
の納付 を免 除 され てい る ときには、 乙は解 除部分 の金額 の 100分 の 10

に相 当す る金額 を違約金 として 甲の定 め る期 限 内に納付 しな けれ ばな らな

い。 ただ し、その金額 が 100円 未満 で ある ときには この限 りで ない。
3 契約 の解 除が単価契約 に係 る場合 には、その解 除部分 の金額 は、発 注数

量 に消費税額及 び地方消費税額抜 き契約 単価 を乗 じ、その額 か ら納入済部

分 の金額 を差 し引い た額 に、消費税 法 に基づ く税 率 を乗 じて得 た消費税額

及 び地方消費税額 (円 未満切捨 て )を 加算 した額 とす る。

4 乙が前 2項 に規 定す る違約 金 を甲の指定 した期 日までに納付 しない場合
には、第 7条第 7項 の規定 を準用す る。

(乙 の解 除権 )

第 19条  乙は、次 の各 号の一 に該 当す る場合 には、 この契約 の全部又 は一

部 を解 除す るこ とがで きる。

(1)第 8条 第 2項 に規定す る甲 との協議 が整 わない とき。
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(2)甲 が この契約 に定 める義務 に違反 した こ とによ り、契約 の 目的 を達す る

見込みが ない とき。

(甲 の契約解 除 と損 害賠償 )

第 20条  甲は、第 18条 に規定す る場合 の ほか、必要 があ る と認 める とき

は、 この契約 の全部 又は一部 を解 除す る こ とがで き る。 この場合 、 甲は 乙

か ら 30日 以 内に損 害賠償 の請 求が あ り、かつ 、その損 害額 を明確 に算定

で きるものに限 り賠償す るもの とす る。

2 前項 の規 定 に基づ く損害賠償額 は、 甲乙協議 して定 める。

(乙 の損 害賠償 )

第 21条  乙の責 に帰すべ き理 由に よ り甲が損害 を受 けた ときには、 甲は 乙

に対 し支払期 日を指 定 し、そ の損 害の賠償 を請求す るこ とがで きる。

2 前項 に規定す る損 害賠償 の額 は、 甲乙協議 して定 める。
3 第 1項 の規定 に基づ く損害賠償額 は、そ の額 が契約保証金 又は第 18条

第 2項 の規 定 に よ り算 定 され た違約金 の額 に満 たない場合 、契約保証金 又

は違約金 をもって損 害賠償額 に代 えるもの とし、 これ を超 え る ときには、

その差額 を甲は 乙か ら徴収す るこ とがで きる。

4 乙が、前項 の規 定 に よ り損害賠償 の請求 を受 けた場合 において、その損

害賠償額 を指定 され た期 日までに納付 しない ときは第 10条 第 2項 の規 定

を準用す る。

(役務 の契約不適合 )

第 22条  乙が行 った役務 に関 し契約不適合 (供給 され た物 品が種類 、品質

又 は数 量 に関 して契約 の 内容 に適 合 しない こ と。 以下 同 じ。)が あ る場合

は、 甲は、相 当の期 間 を定 めて 乙に修補 (良 品 との取替 え及 び数 量不足 の

場 合 にお け る数 量 の追加 を含 む。 以下同 じ。)を 請 求す るもの とす る。 た

だ し、 甲は、役務 の契約 不適合 が重要 ではな く、かつ 、その修補 に過分 の

費用 を要す る とき、その他修補 を請 求す るこ とが相 当でない と認 め られ る

ときは、修補 の請求 に代 えて代金 の減額 を請求す るこ とが できる。

2 役務 の契約不適合 が、 乙の責 に帰すべ き事 由に よるもので あ る場合 は、

甲は、前項 の請 求 に際 し、 これ に よって生 じた損 害 の賠償 を請求す る こと

ができる。

3 甲は、役務 の契約 不適合 が重要 で あ り、そのた め契約 の 目的 を達す るこ

とがで きない と認 め る場合 は、契約 を解 除す ることがで きる。
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4 修補 の請求若 しくは代金 の減額 の請求又 は解 除 の通知 は、第 15条 第 2

項 に規 定す る検査又 は確認 の 日 (乙 が役務 の契約 不適合 につ いて知 って告

げなか った場合 は、当該契約不適合 が発 見 され た 日)か ら 1年以 内 に発 し

なけれ ばな らない。 ただ し、修補 の期 限が この期 間の満 了の 日以後 に到来

す るこ ととなつてい る ときは、代 金 の減額 の請 求又 は契約 の解 除の通知 に

関 して は、当該期 限の到来 の 日か ら 2週 間 を経過 す る 日まで この期 間を延

長す る。

5 乙は、前項 に規 定す る通知 を受 けた上で必要 な場合 は、 甲に対 し異議 を

申 し立 て るこ とがで きる。 甲は、審査 の上、 乙の 申立て に正 当な事 由があ

る と認 め る場合 は、 当該修補 の請求若 しくは代金 の減額 の請求又 は解 除 の

通知 を取消 し若 しくは変更す るもの とす る。

6 契約 不適合 のあ る契約物 品の修補 の義務 の履行 については、性質 の許す

限 り、 この契約 条項 を準用す る。

7 前各項 の規 定 は、第 1項 の規 定 に基づ き修補 され 、再度供 給 され た役務

になお 当該修補 に係 る契約不適合 が ある場合 に準用す る。

8 修補 に必要 な費用 は、代金 に含 まれ るもの とす る。

9 乙は、第 2項 の規定 に よ り甲か ら損害賠償 の請求 を受 けた ときには、 甲
の指定す る期 日まで に損 害賠償金 を納付 しなけれ ばな らない。

10 乙が、前項 に規 定す る期 日までに損害賠償金 を納付 しない場合 は、第 7

条第 7項 の規定 を準用す る。

11 乙が、第 1項 の規定 に よる期 日まで に修補 しない場合 は、第 10条 第 1

項 の規定 を準用す る。 ただ し、天 災地変その他 乙の責 に帰 さない事 由に よ

り修補期 限 を延長す る場合 は、 この限 りではない。

(相 殺 )

第 23条  乙が、 甲に対 して支払 うべ き金銭債務 が ある場合 には、 甲は、 乙

に対す る支払代金 か ら当該債務 を相殺す るこ とができ る。

(信 用等 の調査 )

第 24条  甲は、契約 代金 の変更 、損 害賠償金等 の算定又 は債権 の保 全その

他 必要 があ る ときには、 乙の業務 又 は資産 の状況 に関 して 乙の事務所等 に

立 ち入 り、帳簿 、書類 その他 の物件 を調査 し、又 は参考 とな るべ き報告若

しくは資料 の提 出を求 め ることがで きる。

2 乙は、前項 に規定す る調 査 に協力す るもの とす る。
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3 甲は、第 1項 の規 定 に よ り乙の秘密 を知 った場合 には、 これ を第二者 に

漏 らしてはな らない。

(サ プ ライチ ェー ン・ リス クヘ の対応 )

第 25条  乙は、契約物 品 (役 務対象物 品 を含 み、 ソフ トウェアその他 の電

子計算機 情報 を含む。 以下 同 じ。)又 は官給 品等 につ いて、情報 の漏 えい

若 しくは破 壊又 は機能 の不正 な停止 、暴 走その他 の障害等 の リス ク (未 発

見 の意 図せ ざるぜ い弱性 を除 く。 以下 「障害等 リス ク」 とい う。)が 潜在

す る と知 り、又 は知 り得べ き ソー ス コー ド、プ ログラム、電子部 品、機 器

等 (以 下 「ソー ス コー ド等」 とい う。)の 埋 込 み又 は組 込み そ の他 甲の意

図せ ざる変 更 を行 ってはな らない。

2 乙は、契約物 品及 び官給品等 について、障害等 リス クが潜在す る と知 り、
又 は知 り得べ き ソー ス コー ド等 の埋込み若 しくは組 込み、その他 甲の意 図

せ ざる変更が行 われ ない よ うに相 当の注意 をもって管理 しなけれ ばな らな

い 。

3 乙は、契約物 品又 は官給 品等 につ いて、 甲の能力 に対抗 し、若 しくは こ

れ を毀損す る動機 を有す るおそれ のある者 又 はそ の者 か ら不 当な影響 を受

けるお それ の ある者 が開発 、設計又 は製 作 した ソー ス コー ド等 (乙 がそ の

存在 を認 知 し、かつ 、障害等 リス クが潜在す る と知 り、又は知 り得 べ きも

の に限 り、 主 要 国 にお い て広 く普 遍 的 に受 け入 れ られ て い る もの を除

く。)を 直接若 しくは間接 に導入 し、又 は組 み込 む場合 には、 これ に よっ

て障害等 リスクを有意 に増 大 しない こ とを調査、試験 その他 の任意 の方法

に よ り確認 又 は判定す るもの とす る。

4 甲は、 乙が専 ら甲の仕様 のために特 に導入 し、又は組 み込 む ソー ス コー

ド等 の全部若 しくは一部 に係 る障害等 リスクにつ いて 乙か ら照会 を受 けた

場合 で あって、 乙に よる前 3項 の規 定の実施 を補 完す る必要 があ る と認 め

る ときは、相 当の期 間をもって これ に回答す るもの とす る。

5 第 1項 か ら第 3項 まで に定 める もののほか、 乙は、特約条項及び仕様書
の定 め る ところに よ り、サプ ライチ ェー ン・ リス ク (契約物 品又 は官給 品

等 の取扱 いに係 るサプ ライチ ェー ンにおいて、障害等 の リス クが潜在す る

ソース コー ド等 の埋込み又 は組込みそ の他 官 の意 図せ ざる変更 が行 われ る

リス クをい う。)に 確 実 に対応 しなけれ ばな らない。
6 第 2条 の規定 は、前 5項 について も適用す る。
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(人 権配慮 の取組 )

第 26条  この契 約 にお い て は、受 注者 は 「責任 あ るサ プ ライ チ ェー ン等
にお け る人権尊重 のた めのガイ ドライ ン」 (令 和 4年 9月 13日 ビジネ ス

と人権 に関す る行 動計 画 の実施 に係 る関係 府省 庁施 策推進 ・ 連絡 会 議決

定 )を 踏 まえて人権尊重 に取 り組 む よ う努 め るもの とす る。

(そ の他 )

第 27条  この契約 に明記 され ていない事項又 は疑義若 しくは紛 争が生 じた

場合 には、甲乙協議 して解決す る もの とす る。
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